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【お知らせ】奨学のための給付金について

令和４年度奨学のための給付金のご案内

鹿児島県教育委員会では，授業料以外の教育費負担（教科書費，教材

費，学用品費，PTA 会費，修学旅行費等）を軽減するため，高校生等が
いる低所得世帯を対象に，返還不要の「奨学のための給付金」を支給し

ています。

支給を受けるには毎年，申請手続が必要です。（申請しなければ給付

は受けられません）

新入生のみ，4月から 6月相当額の前倒し支給ができます。
また，（全学年）家計急変による申請もできます。

※前倒し支給又は家計急変による申請の場合は，事前に事務室へご

連絡ください。

【支給額】高校生等 1人当たりの年額（通信制）

○生活保護（生業扶助）受給世帯 32,300円
○保護者等全員の道府県民税所得割額及び市町村民税所得割額が 0 円

（非課税）の世帯 50,500円

【申請期間】

○新入生の保護者等で 4 月～ 6 月相当額の前倒し支給を希望する場合
5月 31日（火曜日）まで

○上記以外の申請

7月 1日（金曜日）～ 8月 1日（月曜日）

○ 7月 2日以降の家計急変による申請
随時受付

詳しくは，以下の資料をご確認ください。
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